
長与町新図書館等複合施設設計業務プロポーザル質問・回答

番号 質問 回答案

1
業務実績の記載において、大規模な改修による500㎡以上の類似実績を記載して

もよろしいでしょうか？

実績は新築のみを対象とします。【実施要領-Ⅱ.実施方法-

（2）参加資格要件⑫、様式-作成要領-2設計業務実績表

（2）および３資格・技術力（2）に「新築」の文言を追記

します。】

2

第一次審査の評価項目の中に、「図書館または健康センターへの精通度が高いと

判断できる資格または実績を有するものがいる」とありますが、具体的にどのよ

うな資格、特に健康センターへの精通する資格とはどのようなものを意味してい

ますか？

図書館では館長経歴や司書等、健康センターでは医師、保

健師、栄養士、看護師、保育士等を想定しておりますが、

その実績・資格が提案内で有機的な体制として準備できて

いるかが説明がなされていれば、一次審査会内で審議の

上、評価いたします。ただし、重視するのは精通度であ

り、資格や実績はあくまで判断材料であることにご注意く

ださい

3
様式４−２号の人員配置において、プロジェクトに必要と考え、専門性の高い人

員を追記してもよろしいでしょうか？

様式第４⁻２号は配置する管理技術者と各主任技術者を評価

する様式となりますので追記できません。「様式-作成要領

-3.資格・技術力」参照。

プロジェクトに必要と考えるその他人員については、様式5

に記入してください。「様式-作成要領-4.体制提案書」参

照。

4

実施要領P.3、（2）参加資格要件の中で、主任技術者として構造設計担当には構

造設計一級建築士を配置する、とありますが、意匠担当主任技術者には資格の記

述がありません。一級建築士有資格者でなくとも、意匠担当者主任技術者として

配置してもよろしいでしょうか？

一級建築士以外を配置することは可能です。ただし、様式

第４⁻２号は、資格・技術力を評価する項目であることを念

頭にご判断ください。「様式-作成要領-3.資格・技術力」

参照。

5
様式第3号及び第4号に記入する業務実績については、平成19年度以降であれば前

職での実績でも問題ないか。

問題ありませんが、当該業務への中心的な関与であるかど

うかについては意識してください。

6
様式第3-1号の設計業務実績表について、記入可能な業務実績の件数に制限はな

いということで間違いないか。
業務実績件数については、制限は設けておりません。

7

様式第5号の体制提案書について、「業務実施体制および方針について」とある

が、「複合施設設計に関する体制図」の枠内に業務実施方針についての図版等を

挿入することは可能か。また、可能である場合は具体的にどのような図版であれ

ば良いか（例えば計画施設のイメージパースなど）。

ご質問の枠内に業務実施方針についての図版等を挿入する

ことは可能であり、「様式-作成要領-4.体制提案書」の規

定範囲内であれば図版等の種類は問いません。

8
様式第３−１号の実績表については共同企業体及び協力事務所それぞれの事務所

毎に作成すればよいか。

共同企業体で提出する場合も、様式第３⁻１号一枚に記入し

てください。協力事務所は提案者でないため記入できませ

ん。【様式ー作成要領ー２設計業務実績（２）の記載につ

いては協力者は含まれませんので訂正いたします。】

9

様式第３−２号～様式第３−４号に記入する実績については共同企業体及び協力

事務所の実績のいずれかの事務所の実績の中から３件ということで間違いない

か。（各事務所ｘ3件ということでないという認識でよいか）

共同企業体の場合はいずれかの事務所の実績の中から合計3

件を記入してください。様式ー作成要領ー２設計業務実績

（３）を参照のこと。

協力会社は提案者でないため記入できません。【様式ー作

成要領ー２設計業務実績（２）の記載については協力者は

含まれませんので訂正いたします。】

10

様式第４―１号や業務委託仕様書に積算業務、外構設計業務が含まれているが、

本プロポーザル応募時にそれらの業務が可能な事務所を協力事務所としなければ

ならないか。受託後、外注としてもよいか。

受託後に外注することも可とします。様式には、参加表明

書・一次審査書類提出時点においての体制を記入してくだ

さい。

11
様式第４−２号は主に資格・技術力を評価するための様式とあるが、評価基準表

にある評価は個人それぞれを評価するということでよいか。
お見込みの通りです。

12

評価基準表の１次審査の技術力の評価について、最大４つの実績を書いても例え

ば③（九州県内での実績がある）の実績がなければ、３つの実績でしか評価され

ないということか。

実績i①ア該当、実績ⅱ①イ該当、実績ⅲ②イ該当、実績ⅳ④ア該当となった場

合、①ア、②イ、④アという評価なのか。①イは評価されないのか）

お見込みの通りです。
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番号 質問 回答案

13
構造設計、電気設備設計、機械設備設計の主任技術者は共同企業体ではなく協力

会社の所属でもよいか。

【修正】構造設計、電気設備設計、機械設備設計の主任技

術者については協力会社でも配置可能です。ただし、管理

技術者、意匠担当主任技術者には提案者に所属する技術者

を配置してください。【実施要領-Ⅱ.実施方法-（３）参加

に関する制限②を修正します。】【様式-作成要領-３資

格・技術力および4体制提案書に追記します。】

14
質問回答については、他者の質疑回答も含め、全て公開されると考えてよろしい

でしょうか。
お見込みの通りです。

15

各様式について、記入欄外にある「備考）」の記述を削除して使用してもよろし

いでしょうか。

また、各様式について、余白を縮め記入欄を広げて使用してもよろしいでしょう

か。

枠外の備考等の文字を消すことは不可です。

枠線は必要最低限調整可能ですが、印刷した際の左を2㎝以

上、上下右を1.5㎝以上、余白を設けるようお願いいたしま

す。

16

「様式第３号−１号及び様式第３号−２～４号」は、実施要領P.3（２）参加資格

要件⑫に示す参加企業の業務実績を記載するものとし、様式第３号−２～４号が

３枚のため３件でよいと考えてよろしいでしょうか。

また、様式第３−１号は、様式第３−２～４号に掲載した業務実績３件を一覧と

してまとめるものと理解してよろしいでしょうか。

様式第３⁻１号には４件以上の実績を記載することも可能で

す。様式第３⁻２号～３⁻４号には、そのうち最大３件まで

の実績を１件ずつ記載してください。ただし、様式第3−1

号と、様式第3−2号～3−4号の内1件は、実施要領p3(2)参

加資格要件⑫に示す参加企業の業務実績を記載ください。

【様式ー作成要領ー２設計業務実績表（3）に追記しま

す。】

17

「様式第３号−１号及び様式第３号−２～４号」に記載する業務実績は４件以上

としてもよろしいでしょうか。４件以上の掲載を可とする場合、様式第３−２～

４号を準用し、様式第３−５号・６号・・・と表記し書類を作成し提出するとい

う理解でよろしいでしょうか。

№16をご参照ください。

18

設計共同企業体で参加する場合、構成員の実績を「様式第３号−１号及び様式第

３号−２～４号他」に掲載してもよろしいでしょうか。また、構成員の実績も評

価対象になると考えてよろしいでしょうか。

構成員の実績も掲載してください。№１６、№１３１の回

答もご参照ください。

19

「様式第４号-２」に記載する各担当者の業務実績は、実施要領P.8 一次審査＞技

術力（業務実績）＞評価の主なポイントに記載されている①②の「同種又は類似

業務の実績」について、「②類似業務」とは、下記に該当する建築物の用途と考

えてよろしいでしょうか。

・実施要領P.3（２）参加資格要件⑫より、延べ面積500 ㎡以上の誰もが自由に利

用ができる公共的建築物または保健施設（図書館、美術館、博物館、公民館、

駅、保健センター、保健所、医療機関等）の建築設計業務

・「（略）複合施設設計業務委託仕様書」P.1＞5.施設の概要＞（２）施設の用途 

に記載されている図書館、健康センター、交流施設また、「①同種業務とする複

合施設」とは上記による「②類似業務」に掲げた用途のうちの一つとそれ以外の

用途の組み合わせによる複合施設と考えてよろしいでしょうか。

類似業務については、国土交通省告示第十五号 別添二の第

十号～十二号に掲げる建築物の実績を想定しています。

同種業務については、類似業務に該当する類似施設を一つ

以上含んだ、異なる用途の複合化による施設のことを指し

ます。なお、異なる用途とは同告示第十五号 別添二の第一

号～第十二号に該当する施設を指します。

上記の評価基準については、面積要件は無く、様式第4−2

号で本件に携わる技術者等個人の実績で評価します。

また、参加資格要件の⑫については、参加表明する企業等

の実績要件です。対象となる施設には面積要件があります

が、上記に示す類似業務にあたるもののほか、駅舎など多

数の人が利用する「公共的施設」に係る実績も対象として

います。

20

実施要領P.3「※これらに該当するか否かについて書類審査にて質疑確認等は行わ

ないので、自身の責任において判断すること」と記載されていますので、同種、

同類の設計業務実績の評価の取り扱いについて補足説明をお願いできないでしょ

うか。

№19の回答を参照してください。

21

実施要領P.10 二次審査＞技術提案評価テーマ①＞評価の主なポイントに「求めら

れる諸機能（外構や法面活用等を含む）」と記載されています。また、「（略）

複合施設設計業務委託仕様書」P.7＞8.施設の基本的事項＞（３）屋外施設と施設

周辺の整備 に「ス 東側法面を有効に活用することを検討する」とありますが、

東側法面は敷地外となっています。検討が必要な当該部位について図示いただけ

ないでしょうか。

東側法面は「参考資料-公図等内（長与町北陽台１丁目4-

2）」になります。尚、敷地は法面、進入路を含めた赤枠で

囲った4-1、4-2、4-3、4-4の４筆です。

22

「様式第５号 体制提案書」には具体的な企業名や氏名及び受賞歴、顔写真等を記

載してよろしいでしょうか。

・例①：様式第３-１号から様式第４−２号に記載している内容のみ記載可能。

・例②：上記以外の内容も記載可能。

企業名、技術者等の指名、受賞歴、顔写真等の記載は可で

す。例②が該当します。
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番号 質問 回答案

23

「二次審査 技術提案」には具体的な企業名や氏名及び受賞歴、顔写真等を記載し

てよろしいでしょうか。

・例①：様式第３-１号から様式第４−２号及び様式５に記載している内容のみ記

載可能。

・例②：上記以外の内容も記載可能。

現在お示ししている実施要領等から、お見込みの通りの内

容となる予定ですが、二次審査の詳細については二次審査

の質問期間にて改めて回答させていただきます。

24
本プローポーサルの提出書類内容に正及び副の位置付けはなく、正及び副ともに

同様の記載内容と理解してよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。

25

構造担当主任技術者について、協力者が現在、構造設計一級建築士の登録申請中

（今春4月頃 に免許証発行 予定）です。構造設計一級建築士の登録番号は 現時点

では 発行されておりませんが、 「構造設計一級建築士講習修了証 」の写し の添

付により、 「実施要領 Ⅱ.実施方法 ( 参加 資 格要件⑩ 」に記載 の構造設計担当

主任技術者 として配置 することは可能でしょうか。

構造設計一級建築士講習修了証（合格）の交付を受けてい

ても、登録が未完であれば有資格者となりません。ほかの

資格についても同様となります。

26

評価基準表「同種業務の実績」とは　500㎡以上の誰もが自由に利用できる公共

的図書館または健康センターの単体かどちらかを含む複合施設と理解してよろし

いでしょうか。

500㎡以上は企業等の参加資格要件であり、一次審査技術

力（業務実績）では各技術者の実績を記入してください。

ここの実績においては面積要件は付しておりません。同種

業務の実績については、№19の回答を参照してください。

27

「類似業務の実績」とは、500㎡以上の誰もが自由に利用できる公共性がある美

術館、博物館、公民館、駅、保健所、医療機関等の業務実績と理解してよろしい

でしょうか。

また、それらは単体か複合施設か問わないと考えてよろしいでしょうか。

500㎡以上は企業等の参加資格要件であり、一次審査技術

力（業務実績）では各技術者の実績を記入してください。

ここの実績においては面積要件は付しておりません。類似

業務については、№19の回答を参照してください。また、

単体か複合施設かは問いません。

28
「同種業務の実績」「類似業務の実績」の500㎡以上は改修のみの業務を含んで

も良いでしょうか。

500㎡以上は企業等の参加資格要件であり、一次審査技術

力（業務実績）では各技術者の実績を記入してください。

また、評価対象となる実績は新築のみです。

29
計画中（工事中）の業務を実績とする場合は実施設計まで完了していることが条

件と考えてよろしいでしょうか。

各技術者の実績を評価することから、実施設計完了を条件

とします。

30
企業の業務実績においては参加資格の確認のみであり、①同種業務、②類似業

務、③九州圏内、④受賞歴の評価はしないと理解してよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。

31

業務実績の内容および担当者の立場を証明できる契約書・体制表・図面等の資料

の提示が必要と考えてよろしいでしょうか。

また、受賞歴がある場合も証明できる資料の提示が必要と考えてよろしいでしょ

うか。

いずれも不要とします。ただし、「様式-作成要領-２設計

業務実績表（6）」の通り、二次審査の場で問う場合がござ

います。

32
左２か所ホチキス綴じとありますが、厚みが増して留めることが難しい場合は、

紙ファイルで提出してもよろしいでしょうか。

証明証等添付書類を不要としていることから、ホッチキス

綴は可能と判断しております。

33 担当部署・氏名は様式1-1に記入の担当者の記入でよろしいでしょうか。 お見込みの通りです。

34

事務所（設計共同企業体および協力者を含む）の技術職員・資格の欄には建築・

電気・機械・土木造園等までが記載されていますが、図書館または健康センター

への精通度が高いと判断される資格または実績を有する者がいる場合には、この

欄を追加して記載すればよいでしょうか。

様式第５号体制提案書に記載してください。様式の項目を

変更・追加することはできません。

35
受賞実績は1建物に複数の受賞がある場合代表的な受賞実績1件記入でよろしいで

しょうか。
お見込みの通りです。

36
平成19年以降の実績とは、実施要項P3の参加資格要件の⑫にある平成19年以降に

竣工した建物の建築設計業務の実績と解釈してよろしいでしょうか。
№19の回答を参照してください。

37

①同種業務の事績⇒複合施設の実績と有りますが、2種類以上の用途が含まれて

いる建物であればその各用途の種類は問わないと考えてよろしいでしょうか。

複合とみなさない用途があれば教えてください。（例：倉庫・駐車場等）

№19の回答を参照してください。

38

②類似業務の実績⇒図書館、健康センターに類似すると有りますが、類似内容

は、国土交通省告示第十五号 別添二にある

十 医療施設：病院、診療所等、総合病院　等、

十一 福祉・厚生施設：保育園、理宇人ホーム、老人福祉施設、

リハビリセンター等、多機能福祉施設　等、

十二 文化・交流・公益施設: 公民館、集会場、コミュニティセンター等、映画

館、劇場、美術館、博物館、図書館、研修所、警察署、消防署　等

の用途の建築物と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。
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番号 質問 回答案

39

各担当の実績記入にあたり技術力（業務実績）①～④及びア～ウ及びエ～カの何

を優先した実績が高得点となるかわかりません。

①～④及びア～ウ及びエ～カの評価点を教えてください。

例が書かれていますが、実績ii②④イ該当⇒②アの評点

実績iii①③④ウ該当⇒③アの評点となっています。

これは一度、管理技術者を経験したものは他物件で主任担当や担当であっても管

理技術者として扱うということでしょうか。また、①：同種実績より③九州圏内

の実績の方が評価が高いということでしょうか

前段については、「建設コンサルタント業務等におけるプ

ロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン

（平成２７年１１月（令和３年３月一部改定）国土交通

省」および「建築設計業務委託の進め方（平成３０年５

月）全国営繕主管課長会議」ｐ.20表4-3プロポーザル方式

の選定段階における評価項目及び得点配分の設定例に準じ

ておりますのでご確認願います。

後段については、①～④を比較しているのではなく、①、

②、③、④のそれぞれにおいて、記載された最大４つの実

績の中で該当している最も評価の高い実績が加点対象に採

用されます。例では、③に該当する実績は、実績ⅰとⅲの

２つがありますが、ⅲ（今回の管理技術者が担当技術者の

立場で関与した時の実績）よりもⅰ（今回の管理技術者が

管理技術者の立場で関与した時の実績）の評価が高いた

め、ⅰが評価に採用されます。

40

評価は構造・設備を含めた、各担当について実績による採点を行い、その加重平

均等により行うものでしょうか。各担当ごとの配点が決まっていれば教示頂きた

いです。

累積による評価となります。配点につきましては、評価基

準表に記載されている内容までを公表としております。

41

「最大4 つの実績から、①～④に該当する評価点をそれぞれ抽出し、実績時のア

～カの立場を踏まえた評価とする。」とありますが、これによると、A：1つの実

績が①～④の条件を複数満たしている場合（例：実績ⅰが①～④全てを満たす場

合）と、B：複数の実績で①～④の条件を満たした場合（例：実績ⅰが①、実績

ⅱが②、実績ⅲが③、実績ⅳが④を満たした場合）では、評価は変わらず、ま

た、例えば上記Aの場合と、実績ⅰ～ⅳの全てがそれぞれ①～④の実績を満たす

場合で、評価に差はない、と読めます。一方で、「①～④の順で評価する」との

旨の記載もありますので、①に該当する実績が4つあることが最高評価（その場

合②～④の有無は影響しない）、とも読め、齟齬があると考えます。どちらで考

えれば良いでしょうか。

ご質問の例はいずれも同評価です。

①～④については、比較により点数の高いものが採用され

るのではなく、それぞれについて評価対象となります。

【実施要領-別表「略」評価基準表-一次審査-体制評価-技

術力（業務実績）-「平成19年度以降の同種又は類似業務の

実績について①～④のそれぞれの観点から評価する。と修

正します。】

42
体制図の欄について、提案者が特定できるような記述をしてもよいでしょうか。

（例：名前、写真、建物名など）
可とします。

43
本計画の敷地範囲が公図等だけでは法面部分のどこまでが本計画敷地なのか不明

瞭なため、都市計画図に敷地境界線を記載したデータをいただきたいです。

提供できる図面等はございません。公図の「4-2（法面）」

の筆と「200（調整池）」筆の境界が「4-2（法面）」の法

尻とお考え下さい。

44
災害時の避難所として使用されることを想定されていますが、避難者数、滞在日

数などの条件はありますでしょうか。

現在、一時避難所としての利用を想定しており、施設内に

災害対応としての特別な設備の必要性はございません。

45
建物に保管する収蔵物で保存に特別な留意が必要なものはありますでしょうか。

ある場合は、その保存条件の提示を頂きたいです。
特別なものはなく、保存条件はございません。

46
敷地と西田公園の間にあるコンクリート壁に囲まれた空間(敷地外)の用途につい

て、可能な範囲でご教示ください。
調整池です。

47
広場、駐車場、敷地内へのアプローチ等、建築行為を伴わない造成を行うことは

可能でしょうか。
可能です。

48 閲覧席の総席数の想定がございましたらご教示ください。 120席ほどを想定しています。

49
健診室は、健診で利用しない時間帯は、他用途として利用することは可能でしょ

うか。
健診室専用となります。

50
健診室の要項に「診察室、相談室へ入室できること」と記載されていますが、

「各室間の行き来ができること」という理解でよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。

51
閉館時は駐車場含め施錠することとありますが、敷地外へのアクセス道路につい

ては施錠範囲と考えてよろしいでしょうか。

都市計画図、公図参照。敷地北側の歩道と南側の道路は、

歩行者の通過交通のため、常時開放を考えております。公

図の「4-4」及び施設前までの車道部分については、図書の

夜間返却方法の観点から今後決定したいと考えておりま

す。

52
主任技術者について、意匠・構造・電気・機械の他に、業務の目的に照らして必

要に応じて新たな分野を追加してもよろしいですか。

様式第５号複合施設に関する体制図内では可としますが、

その他様式内ではの変更は不可となります。

53

新施設完成後、現在、健康センターと同一敷地内にある「子育て支援センター」

「ふれあいセンター」と今後の連携について想定がございましたらご教示くださ

い。

現在のところ未定です。
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54

要項Ⅱ．実施要項 (2) 参加資格要件 ⑪設計共同企業体の場合は、管理技術者およ

び意匠担当主任技術者は、体制提案書および技術提案書を提出する代表組織に所

属すること。 とあるが、設計共同企業体を組む以上、特に代表組織以外の構成員

組織の役割として、例えば管理技術者は代表組織、意匠主任技術者は構成員組織

所属とすることは可能か。

実施要領P3（２）参加資格要件⑪記載のとおり、意匠担当

主任技術者も代表組織に所属している必要があります。

55

二次審査のヒアリング時に代表組織だけでなく構成員組織の同席は可能か。（質

問１が認められない場合、構成員組織は管理技術者でも意匠主任技術者でも無い

ため）

可能となる予定ですが、二次審査の詳細については二次審

査の質問期間にて改めて回答させていただきます。

56

要項 別表「長与町新図書館等複合施設設計業務プロポーザル」評価基準表 一次

審査(書類審査) -体制評価-技術力(業務実績)-①同種業務の実績がある ⇒複合施設

の実績がある。 について、複合施設とはどこまでが認められるのか。

№19の回答を参照してください。

57 職員用駐車場は一般用とは別途必要か？また、その台数は？ 現在のところ別途設けることは想定しておりません。

58
様式第1-3号の第8条構成員の出資の割合は任意で宜しいでしょうか。また2社、3

社で設計共同企業体を構成する場合の出資割合の条件は有りますでしょうか。
出資割合の条件はございません。

59
様式第3-1号の実績表は設計共同企業体の場合、全構成員の主な実績を1枚に記載

することで宜しいでしょうか。もしくは各構成員ごとに作成するのでしょうか。
全構成員の実績を一枚に記載してください。

60
様式第3-1号～4号の実績表におきまして様式以外の契約書等の添付は必要でしょ

うか。
不要です。

61
様式第4-2号における人員配置計画で設計共同企業体の場合、意匠担当主任技術

者を代表構成員と構成員の複数配置は可能でしょうか。

各技術者は１名としています。また、意匠担当主任技術者

は代表組織に所属している必要があります。

62
様式第4-2号における人員配置に記載する各技術者の業務実績に関して契約書等

ならびに資格証の添付は必要でしょうか。
不要です。

63

様式集の巻末P15、2(1)に「様式第3-1 号～様式第3-4 号は主に参加条件の確認を

行うものである」との記載がありますので、当該様式は参加表明提出者のみが記

載し、協力者は記載不要との解釈にてよろしいでしょうか。尚、プロポーザル実

施要領P4(3)②に「協力者は、参加条件を満たす者であることを要さない」との

記載がありますので、上記のように解釈しております。

お見込みの通りです。

64
各技術者の業務実績については、個人の実績（前職も含む）が対象になるとの解

釈にてよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。

65

実施要領⑫に、「平成19 年度以降に竣工した延べ面積500 ㎡以上の・・・建築設

計業務受託実績を有する者」とありますが、様式第3-2 号と第3-3 号の備考欄に

「竣工済みの場合は竣工写真、計画中の場合はパースまたは図版等の挿入を可と

する」と書いている通り、竣工した実績ではなく、現在工事中で竣工前であって

も、平成19 年度以降に「建築設計業務を完了した」実績を有していれば良いとの

考えでよろしいでしょうか。

お見込みの通りで、実施設計が完了した業務の実績を指し

ます。【実施要領-参加資格要件-⑫平成19年度以降に設計

業務が完了した～建築設計業務委託の実績を有する者であ

ること。に修正いたします。】

66

要領p3⑫について、本プロポーザルが「新築」の案件のため、建築設計業務のう

ち「新築（改築、増築を含む）」を対象実績とし、「改修」は実績に含まれない

と考えてよろしいでしょうか。その場合、様式第4-2 号の各担当者の実績におい

ても、「新築（改築、増築を含む）」を対象実績とすると考えてよろしいでしょ

うか。

お見込みの通りです。

67

要領p3⑫の「誰もが自由に利用できる公共的建築物や保健施設」の用途とは、例

で挙げられている「図書館、美術館、博物館、公民館、駅、保健センター、保健

所、医療機関」の他にも、「庁舎、ホール、生涯学習施設、体育館等」も該当す

ると考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

68

要領p8①～④の業務実績において、同種業務及び類似業務の用途に該当する部分

の床面積が、500 ㎡以上である場合のみ、有効な実績として認められると考えて

よろしいでしょうか。

５００㎡以上は企業等の参加資格要件であり、一次審査技

術力（業務実績）では各技術者の実績を記入してくださ

い。ここの実績においては面積要件は付しておりません。

69

・要領p8①同種業務とは、平成19 年度以降において「図書館または健康センター

のどちらか一つの用途を含む複合施設」の建築設計を完了した業務と考えてよろ

しいでしょうか。

№19の回答を参照してください。

70

要領p8①同種業務の実績の所に、「複合施設」の実績とありますが、ここでいう

「複合施設」とは、「図書館または健康センターのどちらか一つの用途」＋要領

p3 ⑫の「誰もが自由に利用できる公共的建築物や保健施設」の用途による複合施

設と考えてよろしいでしょうか。

№19の回答を参照してください。

71

・要領p8類似業務に「図書館、健康センターに類似する業務」とありますが、

「類似する業務」とは、要領p3 ⑫の「誰もが自由に利用できる公共的建築物や保

健施設」と考えてよろしいでしょうか。

№19の回答を参照してください。
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72

・要領p8「技術力」の評価方法について、4 つの実績すべて、①かつアの場合が

一番高評価ということではなく、4 つの実績のうちから①～④それぞれに該当す

る実績と立場を求められるという理解でよろしいでしょうか。

（最下段の例示にならうと、管理技術者の場合、最高得点は、「実績ⅰ①ア、実

績ⅱ①ア、実績ⅲ①ア、実績ⅳ①ア」ではなく「実績ⅰ～ⅳのうち①ア、実績ⅰ

～ⅳのうち②ア、実績ⅰ～ⅳのうち③ア、実績ⅰ～ⅳのうち④ア」でしょう

か。）

また、その場合、実績の件数が4 件に満たなくても、例えば管理技術者の場合、

実績ⅰの1件のみで①～④のアの条件を満たせば、一番高評価になるという理解

でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

73

仕様書p1「敷地造成」とありますが、建築工事における外構設計の範囲内での業

務内容と考えてよろしいでしょうか。土木設計、開発許可を要する場合の業務に

ついては別途協議と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

74

健康センター全般に「事務室を除き土足禁止とする」「健診室、診察室、相談室

はカーペット仕様とする」とありますが、基本計画にもある通り、複合化による

図書館と健康センターの相乗効果を活かすために、最近の健康センターでは、一

部スペースのみを上足とし、基本的には下足での利用（下足エリアを抗菌タイプ

の床仕上げ）とする事例がありますが、本提案においてもその方針は可能でしょ

うか。

仕様書の内容を基本としますが、ご提案は自由です。実際

に可能かどうかは提案内容を基に基本設計時に協議の上決

定させていただきます。

75
仕様書p7オ「自動車文庫専用駐車スペースを確保」とありますが、自動車文庫の

大きさ（幅・長さ・高さ）と駐車スペースの大きさをご教示ください。

自動車文庫長さ506㎝、幅185㎝、高さ271㎝です。それに

加え、車体左側には開閉式の書架（書架扉約114㎝）、車

体後側には引き出し式ステップ（約200㎝）が設置されて

いるため、駐車スペースは余裕を見た計画が望まれます。

76 仕様書p7コ「防災備蓄倉庫」の大きさをご教示ください。
間口3,650×奥行1,850×高さ2,603ミリ（6.75平米）の既製

品を想定しております。

77

・様式第4-2 号に記載する経験年数は、「資格（一級建築士等）取得後からの経

験年数」とありますが、ここでいう資格とは、様式第4-1 号に書かれている「一

級建築士、二級建築士、構造一級建築士、建築設備士、技術士、一級電気工事施

工管理技士、一級管工事施工管理技士」のみとし、経験年数は、資格の一番取得

が早いものから数えた年数と考えてよろしいでしょうか。

保有する資格のうち、様式第4-1 号に書かれている各分野

ごとの上位にある資格の経験年数を記載してください。

78 様式第5 号具体的な企業名、施設名等を記載してもよろしいでしょうか。 可とします。

79
様式第5 号外周枠サイズは適宜変更してよろしいでしょうか。また、枠外の注記

は削除して支障ないでしょうか。
№15の回答をご参照ください。

80
敷地周辺の上下水道、ガス、電力等のインフラ敷設状況が分かる図面等をご提示

ください。

提供できる図面等はございません。参考までに、参考資料-

公図等にございます「4-4」内に上下水道、ガスの引込がご

ざいます。

81
敷地外周部の擁壁や雨水排水計画など、造成工事に関する図面と計算書をご提示

ください。
提供できる図面等はございません。

82

参加表明書、一次審査資料について、様式第5 号の体制提案書（A3 版）は、Z 折

りをして提出するという考えでよろしいでしょうか。

また提出資料一式を持参にて提出する場合も、封筒等へ封入して提出すると考え

て宜しいでしょうか。その場合、封筒表紙の記載内容等をご教示下さい。

用紙の折り方について指定はございません。また、多数の

提出が想定されるため、管理の都合上、持参の場合も封筒

等への封入と表書きについてご配慮願います。

83

実施要領p4

プレゼンテーションでは、様式第5 号 体制提案書及び、技術提案書に記載した内

容（文章や図・画像等）のみ説明できるものとし、パワーポイント等で説明する

場合は、その記載された内容を変更せずに、プロジェクターで映写した際に見や

すくするための加工をしても良いと考えてよろしいでしょうか。

また、技術提案書及びプレゼンテーションでは、別紙1 にあげられた表現内容に

準じるとし、模型や動画での表現は不可と考えてよろしいでしょうか。

プレゼンテーションで使用できる資料については、技術提

案書に記載した内容以外の補足資料も用いて説明できるこ

とを検討しておりますが、詳細については二次審査の質問

期間に回答させていただきます。ただし、現時点では模型

の持参と動画（BIM等）の投影は不可としておりますので

ご注意ください。

84

二次審査資料について、技術提案書（A3 版）は、Z 折りをせずにA3 版のまま提

出するという考えでよろしいでしょうか。

また提出資料一式を持参にて提出する場合も、封筒等へ封入して提出すると考え

て宜しいでしょうか。その場合、封筒表紙の記載内容等をご教示下さい。

二次審査質問期間にて回答させていただきます。

6



番号 質問 回答案

85
二次審査資料について、電子データを保存するCD またはDVD の表面に、業務名

や提案者名等を記載する必要があれば、その記載内容をご教示ください。
二次審査質問期間にて回答させていただきます。

86

様式第5号　体制提案書の業務実施体制及び方針について

設計事務所名や設計者の氏名及び顔写真、実績等を記載してもよろしいでしょう

か。

可とします。

87

様式第5号　技術提案の骨子について

「テーマ③の工程管理についてはバーチャートまたはそれに類似する表現を認め

る」

とありますが、写真等の使用も可能でしょうか。

可とします。

88

様式第３−１号　設計業務実績表について

同種施設、類似施設、その他主だった設計業務の実績を記入することとあります

が、記載する件数の制限などは在りましたら、お教えください。また、記載した

実績についての実績を証明する書類（契約書等）の添付が必要でしょうか。必要

でしたら、認められる書類種類もお教えください。

様式１枚内であれば件数の制限は設けておりません。「様

式-作成要領-2設計業務実績表」参照。証明証となる書類の

貼付は不要です。

89

様式第３−２～４号　業務実績の内容（１）～（３）について

様式第３−２～４号に記載する実績は、様式第３−１号に記載した施設のうち３

つの施設について記載するものと考えてよろしいでしょうか。また、記載する内

容は、外観、内観のイメージがわかる写真等、設計基本方針等の内容でよろしい

でしょうか。

お見込みの通りです。

90

様式第４−2号　人員配置計画について

様式第4−2号に記載する技術者については、添付書類としてそれぞれ資格証の写

しを提出するものと考えてよろしいでしょうか

資格証の貼付は不要です。

91
様式3-2,3,4および5について、枠を消去して自由にレイアウトすることは可能で

しょうか。
不可とします。№15の回答をご参照ください。

92
様式3-2,3,4,について、竣工済みの業績について、図面等の図版を載せることは可

能でしょうか。
可とします。

93
様式5について、技術提案の骨子のテーマ①～③について、③のバーチャート以

外に、文章以外の図版等の記載は可能でしょうか。

可とします。【1/31修正】①，②は文章による表現をお願

いします。③についてはバーチャートまたはそれに類する

表現は認めます。

94
実績および有資格について、契約書の写しや資格証の写しなどの資料は添付不要

でしょうか。
不要です。

95 設計実績に現在進行中で完了していない実績を載せることは可能でしょうか。 実施設計業務完了を対象とします。

96

設計業務実績表について

業務実績の内容について記載する建物は用途規模に関わらず記載して良いとの理

解でよろしいでしょか？

№16の回答をご参照ください。

97

様式第4-2号　人員配置計画について

設計共同企業体の場合は、管理技術者及び意匠担当主任技術者は代表組織に所属

するとありますが、共同企業体の中から担当者を配置するとの考えでよろしいで

しょうか？

様式第１−２号参加表明書（提出者）（代表企業者）に所

属する技術者を配置してください。

98 図書館と健康センターの事務室兼用とする計画は可能でしょうか？

仕様書の内容を基本としますが、ご提案は自由です。実際

に可能かどうかは提案内容を基に基本設計時に協議の上決

定させていただきます。

99

健康センター内の健診室の1室に調理準備室を設けるとありますが、想定される

面積はありますか？また、健診室と仕切る事ができる計画とする必要はあります

か？

約２５平米を想定面積としています。調理実習室について

は、包丁等を保管するため、一般の方が入ることができな

い造りが望ましいと考えていますが、詳細については基本

設計時に協議の上決定させていただきます。

100
健康センター内の健診室から診察室、相談室へ入室できることとありますが、

診察室及び相談室2室共、健診室から入室できる計画とする必要がありますか？

健診室（１）からは診察室（１）（２）、相談室（１）

（２）へ入室できる仕様とします。

101

実施要項p9

業務実施方針テーマ①～③（工程管理を除く）は、文字による記述のみで挿絵な

どによる視覚的表現は禁止との考えでよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

102

仕様書p1

(６)外構等計画ウ駐車場の一般車両約120台は職員駐車場台数も含まれるものとし

て考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

103
仕様書p1

階数による制約はないものとして判断してよろしいでしょうか。

制約はございません。実際に可能かどうかは提案内容を基

に基本設計時に協議の上決定させていただきます。

104

仕様書p3

A図書館、B健康センター、D共用スペースエリアそれぞれに独立した事務所、ト

イレ・授乳室などが必要として考えてよろしいでしょうか？若しくは共用部分に

集約する考えでもよろしいでしょうか。

仕様書では独立したスペースを必要とする内容としていま

すが、ご提案は自由です。実際に可能かどうかは提案内容

を基に基本設計時に協議の上決定させていただきます。

7



番号 質問 回答案

105

様式第5号

技術提案書作成にあたり企業名や個人名の記述は認められない、という考えでよ

ろしいでしょうか。

【修正】様式第５号については記述することも可としま

す。

技術提案書においては、お見込みの通りの予定ですが、二

次審査の詳細につきましては、二次審査質問期間に改めて

回答させていただきます。

106

長与町新図書館等複合施設整備基本計画p34「７．事業スケジュール」より基本

設計期間は、4月上旬契約後から令和5年度9月ごろ（半年間）まで、との考えで

よろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

107

様式第5号の「テーマ③コスト縮減および工程管理に関する意識について」を作

成するにあたり、バーチャードまたはそれに類似する表現に用いる文字は300字

以内の制限は無いも のとして考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

108

様式第４−１号

「事務所（設計共同企業体および協力者を含む）の技術職員・資格」

共同企業体の場合は共同企業体全体で本業務に携わる人数を記載するのでしょう

か。また、協力事務所(構造、電機・機械設備)の人数はカッコ書き等で区分して

記入するのでしょうか。

全体人数を記載することとし、協力事務所も区別する必要

はございません。

109
実施要領P.8技術力(業務実績)の評価は、実績の数によって決まるのか、質によっ

て決まるのか教えてください。
№39、40、41の回答をご参照ください。

110 実施要領P.8技術力(業務実績)①～③の実績は重複してもよいか。 重複は可です。

111 体制提案書の枠の大きさは変えてもよいか。 №15の回答をご参照ください。

112

業務実績の条件として、「プロポーザル実施要領p.3 Ⅱ実施方法（2）参加資格要

件 ⑫」において竣工した施設であることが示されています。一方で様式第3-2号

～第3-4号の備考欄では計画中の施設でも記載できるようにも読めます。竣工し

ていることが条件と考えてよいでしょうか。

№65の回答をご参照ください。

113 様式第3-1号には4件以上を記載できると考えてよいでしょうか。 お見込みの通りです。

114
様式第4-1号の表中の「その他」の欄には、その他の資格を有する技術職員及び

資格を有さない技術職員の人数を記載すると考えてよいでしょうか。
お見込みの通りです。

115

様式第4-1号において、提案者に属する技術職員数と協力者に属する技術職員数

を区別する必要はありますか。

（例）提案者に属する技術職員数が5人で協力者に属する技術職員数が2人の場

合、5（2）人と記載する、等。

全体人数を記載することとし、協力事務所も区別する必要

はございません。

116
協力者から主任技術者を配置する場合、様式第4-2号において氏名に協力事務所

名を付記する等の識別は必要でしょうか。

【修正】様式第４⁻２号および様式第５号において「氏名

（協力会社等の名称）」と記載してください。

117

様式第3-2号～第3-4号及び様式第5号は余白を縮小して枠を上下左右に拡大して

もよいでしょうか。拡大可能な場合、確保すべき余白寸法のご指定があればあわ

せてお示しください。

№15の回答をご参照ください。

118
参加表明書は様式第1-1号から様式第5号まで揃えたものを1部として左2ヶ所をホ

チキス綴じすると考えてよいでしょうか。
お見込みの通りです。

119

「長与町新図書館等複合施設設計業務委託仕様書」P7 8.(3)シ アクセス道路につ

いて、計画敷地内に設けると考えてよろしいでしょうか。また、最低限必要な幅

員がある場合はご教示いただけますか。

現在、利用されているアクセス道路は敷地内に確保する計

画とします。幅員は3.0ｍを基本とします。

120
「長与町新図書館等複合施設設計業務委託仕様書」P7 8.(3)エ 大型バスの高さは

どのくらいを想定していますか。

仕様書p.7(３)エを参照していただき、車高は一番高いもの

で3.63ｍとなっております。

121

「長与町新図書館等複合施設設計業務委託仕様書」P7 8.(3)エ 大型バス5台は常

時、駐車スペースに駐車していると考えてよろしいでしょうか。具体的な運用方

法をご教示いただけますか。

大型バスは検診に用いる車両で、集団健診時のみの駐車と

なります。

122
「長与町新図書館等複合施設設計業務委託仕様書」P7 8.(3)屋外施設と施設周辺

の整備について、敷地内にバス停を新設する想定はありますか。

バス停については今後バス事業者の協議によって検討して

いきます。通常の路線バス（中型バス）の乗り入れは入口

の形状等から難しいと考えておりますが、小型バスについ

ては可能性があるため、乗り入れを想定できればと考えて

おります。

123
現長与町図書館及び現長与町健康センター・ふれあいセンターの間取りがわかる

資料があれば、ご提示いただけますか。
提供できる図面等はございません。

124

敷地北東側及び南東側の法面は長崎県建築基準条例第3条の「崖」に該当しない

と考えてよろしいでしょうか。該当する場合は、建築物の建築可能な範囲をご教

示いただけますか。

土地区画整理事業で整備された土地となりますので基本的

には「崖」には該当しないものとなりますが、詳細な建築

可能範囲については、基本設計時点で長崎振興局建築課と

の協議事項となります。

125

参加表明書類について

様式第1-1号～様式第4-2号に関して添付資料の必要はないとの認識で間違いない

でしょうか。

お見込みの通りです。
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126

様式第4-2号について

様式に記載のない新たな担当分野の主任担当技術者を追加することは可能でしょ

うか。

不可とします。様式第５号複合施設に関する体制図にて表

現願います。

127

様式第4-2号について

新たな担当分野の主任技術者の追加が可能な場合、体制評価の主なポイントにあ

る資格における配点に有効であるという理解で宜しいでしょうか。

様式第４⁻２号では不可となります。様式第５号の複合施設

に関する体制図にて評価いたします。

128

様式第4-2号について

新たな担当分野の主任技術者の追加が不可の場合において、様式第5号体制提案

書の業務実施方針への記載を妨げるものではないという理解で宜しいでしょう

か。

お見込みの通りです。

129

様式第4-2号について

新たな担当分野の主任技術者を追加した場合、二次審査への出席は可能となりま

すでしょうか。

現在お示ししている実施要領等から、お見込みの通りの内

容となる予定ですが、二次審査の詳細については二次審査

の質問期間にて改めて回答させていただきます。

130

様式第3-1号について

契約金額を記入するとありますが、業務の範囲をご教示いただけますでしょう

か。

（基本・実施設計業務分となるのか、又は監理業務分までを含むのか、もしくは

その他の方法となるのか等）

その実績に対して請け負ったすべての業務（基本・実施設

計、監理も含む）の合計金額を記載してください。

131

様式第3-1号について

記載する実績につきまして、記載件数の制約はないとの理解で宜しいでしょう

か。その場合、記載業務すべてにおいて評価をいただき、配点がなされるものと

なりますでしょうか。

様式１枚内であれば件数の制限は設けておりません。「様

式-作成要領-2設計業務実績表(1)」参照。作成要領の通り

記載された業務について評価は行いませんが、業務実施方

針の評価を行うにあたって様式第５号「業務実施体制及び

方針について」を補足するものです。

132

様式第3-1～3-4号および別表（評価基準：一次審査_体制評価）について

様式第3-2号～第3-4号の備考)2.「竣工済みの場合は竣工写真、計画中の場合は

パースまたは図版等の挿入を可とする。」との記載、作成要領には「様式第3-1

号～第3-4号は主に参加条件の確認を行うもの」との記載がありますが、実施要

領の参加資格要件⑫には「平成19年度以降に竣工した～実績を有する者であるこ

と」とあります。

様式第3-2～3-4号のうち、1の業務が参加資格要件に適合したものである必要が

あり、その他の2件の業務は体制評価ポイントを鑑みて適宜竣工／設計中に関わ

らず選定を行ってよいという解釈にて問題ないでしょうか。また、計画中の場合

において、どの業務範囲までが評価対象となりますでしょうか。（基本計画業務

／基本設計業務／実施設計業務など）

№16の回答をご参照ください。

133

様式第3-1～3-4号および別表（評価基準：一次審査_体制評価）について

評価の主なポイントへ記載のある評価方法の該当番号／立場を設計業務実績表へ

記載する必要はありますでしょうか。

必要ございません。

134

様式第5号について

様式記載の文言の変更／削除を行わない前提として、様式の枠割付／枠拡張等の

操作を行ってもよろしいでしょうか。

№15の回答をご参照ください。

135

パブリックコメント結果の中で、「防災備蓄倉庫を別棟で設置する計画です。」

と回答されていましたが、別棟とせずに一体で設ける計画も認められるでしょう

か。

別棟としての計画をお願いします。

136
設計業務実績表の様式第3-2号～3-4号に協力者の実績も書いた場合、協力者の業

務実績も評価基準表に従って評価されるという認識でよいでしょうか。
№9の回答をご参照ください。

137
要領P3　(2)参加資格要件⑪

「代表組織」は設計共同企業を指しますでしょうか。

設計共同体の場合は、様式第１−２号（提出者）の（代表

企業）を指します。

138

要領　P8 体制評価 技術力

「業務の実績」について、現在、設計中または工事中の計画も記載できると考え

てよろしいでしょうか。

設計においては、実施設計が完了した業務とします。前記

を満たせば工事中の計画も可となります。

139

要領　P8 体制評価 技術力

「①同種業務の実績がある⇒複合施設の実績がある」について、複合施設であれ

ば用途は問わないという

理解でよろしいでしょうか。

№19の回答を参照してください。

140

要領　P8 体制評価 技術力

「②類似業務の実績がある⇒図書館、健康センターに類似する業務実績がある」

について、類似業務とは、建築基準法別表第１の(い)欄のうち、図書館であれば

(3)項に属するもの、健康センターであれば(2)項に属するものを指す、と考えて

よろしいでしょうか。

№19の回答を参照してください。
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番号 質問 回答案

141

仕様書　P3

「C.交流スペース」「D.総合スペース」の管理者・運営者の想定をご教示頂けま

すでしょうか。

現在未定ですが、複合施設全体の管理の中心となる「複合

施設館長」を設置することを想定しています。

142

仕様書　P7

「東側法面」とは、道路側の法面と西田公園側の法面のどちらを指しますでしょ

うか。

西田公園側の法面を指します。

143

様式第３−１号

記入する業務の件数は定められておりませんが、指定の枠に納まりきらない場

合、２枚以上に渡って記入をしてもよろしいでしょうか。

様式第３⁻１号１枚でお願いします。

144
様式第３⁻１号「参加表明書提出者」には、設計共同体名を記載すればよろしいで

しょうか。

設計共同企業体で参加表明される場合は様式第１−２号に

記載した設計共同企業体名称を記載してください。

145
様式第４−１号／作成要領「事務所名」には、設計共同体名と代表企業名のどち

らを記載すればよろしいでしょうか。

設計共同企業体で参加表明される場合は様式第１−２号に

記載した設計共同企業体名称を記載してください。

146
様式第４−１号／作成要領「担当部署・氏名」に記載すべき事柄をご教示いただ

けますでしょうか。
様式第１−２号の欄に沿って記入してください。

147

様式第４−１号／作成要領「技術職員・資格　意匠」の各項目について、設計共

同企業体として申請する場合は、設計共同企業体に属する有資格者の人数を合算

して記載するということでよろしいでしょうか。

設計共同企業体に属する方のうち、本件に携わる資格者の

人数を記載してください。

148

様式第４−１号／作成要領　欄が用意されている技術者（管理,意匠,構造,電気,機

械）以外の技術者を協力者として追加する場合、欄を追加して記載をしてもよろ

しいでしょうか。

追加は不可とします。ただし、追加する場合は様式第５号

複合施設に関する体制図での表現は自由とします。

149

様式第４−２号／要領P8

業務実績ごとに記載する「管理技術者」「主任技術者」「担当技術者」各項目に

ついて、民間工事の場合でこれらが定められていない場合、どのように記載すべ

きかをご教示いただけますでしょうか。

その時の立場を公共建築になぞらえた場合、どの立場で

あったのかの判断は提案者に委ねます。ただし、「様式-作

成要領-３資格・技術力（6）」の通り、二次審査の場で問

う場合がございます。

150

様式第３～４各号／要領P3

要領(2)参加資格要件中「これらに該当するか否かについて書類審査にて質疑確認

等は行わないので、自身の責任において判断すること」と記載の通り、様式第３

～４各号において、業務実績を証明するための契約書等の提示は不要と考えてよ

ろしいでしょうか。

不要とします。ただし、「様式-作成要領-２設計業務実績

表（6）」の通り、二次審査の場で問う場合がございます。

151
様式第５号／作成要領／要領P9　与えられている様式に記載されている枠や各種

文字を削除した上でレイアウトをしてもよろしいでしょうか。
№15の回答をご参照ください。

152
様式第５号／作成要領／要領P9　提案者の社名などが特定できる文言を記載して

もよろしいでしょうか。
可とします。

153

様式第５号／作成要領／要領P9　作成要領中「『業務実施体制および方針につい

て』の項目について図版等の挿入を可とする」について、業務実績の写真も含ま

れると考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

154

様式第５号／作成要領／要領P9　作成要領中「どういう姿勢で臨もうとしている

のか、空間に対する考え方や姿勢についても文章にて表現を行うこと」とは、様

式５において、

①「業務実施体制および方針について」のみに記述

②「技術提案の骨子について」のみに記述

③「業務実施体制および方針について」「技術提案の骨子について」の両方に記

述のどれを求められているのかをご教示いただけますでしょうか。

①の通りです。

155

公図／都市計画図　敷地境界線、道路、道路側の法面、西田公園側の法面、長崎

北徳洲会病院側の法面、の位置関係が分かるCAD図をご提供いただくことは可能

でしょうか。

提供できる図面等はございません。

156

公図／都市計画図　公開されている参考資料「都市計画図」には、長崎北徳洲会

病院と敷地の高低差、病院の配置、崖の上辺・下辺の位置の記載がありません

が、これらが分かる資料をご提供いただくことは可能でしょうか

提供できる図面等はございません。

長崎北徳洲会病院敷地は、当地より約５ｍ高くなっていま

す。

157

各部法面について

道路側の法面、西田公園側の法面について、地質調査報告書、造成の内容分かる

資料、断面図をご提供いただくことは可能でしょうか。

提供できる図面等はございません。

158
既存図書館・健康センターの建物について

事業完了後の利用について、どのようにお考えでしょうか。

現在、両施設跡地の利用方針については決定しておりませ

ん。

159

様式3-1に記載する業務名ですが、契約金額が分かれているため、同じ実績で

あっても基本設計と実施設計は別々に記載するという解釈でよろしいでしょう

か。

また、実績は何件まで記載可能でしょうか。

また、作成要領2（2）に「企業・設計共同体企業及び協力者の主な実績を記入す

ること」とございますが、実績それぞれに会社名を記載する必要はございますで

しょうか。

その実績に対して請け負ったすべての業務（基本・実施設

計、監理も含む）の合計金額を記載してください。

件数については、制約はございません。

また、実績にそれぞれの会社名を記載する必要はございま

せん。
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番号 質問 回答案

160

様式3-1～3-4に記載する実績は、要領P.3Ⅱ（2）参加資格要件⑫に記載の、「平

成19年度以降に竣工した延べ面積500㎡以上」が適用されますでしょうか。

他に基準がございましたらご教示ください。

また、同種・類似の別（用途等）がございましたらご教示ください。

№16と№19の回答をご参照ください。

161 様式5体制提案書及び技術提案書に写真を使用してもよろしいでしょうか。 可とします。

162 様式5体制提案書（A3）は折らずに提出するということでよろしいでしょうか №82の回答をご参照ください。

163
郵送の場合は「配達証明付書留郵便」とございますが、配達記録の残る宅配便等

で送付してもよろしいでしょうか。
可とします。

164

実施要項（2）参加資格要件（3頁）

参加資格要件①「令和5・6年度長与町建設工事等競争入札参加資格審査申請書」

を本参加表明の提出期限（令和5年2月10日（金）17：30）までに適切に受付した

者とする。とありますが、こちらは入札参加資格の取得ではなく、入札参加資格

審査申請書類の提出までと考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

165

設計業務実績表（様式3-1～3-4）

ただいま個人事業主から会社を設立し、各業務を移行中なのですが、個人と法人

の業務実績についてどちらも実績として認められますか。その場合に必要条件や

添付する書類などありますでしょうか。

参加表明書提出者（会社）とその前段であった個人事業主

が同一人物であれば双方の実績として可です。添付書類は

不要です。

166
設計業務実績表（様式第3−1号）

契約金額とは設計業務の契約金額でしょうか。

設計業務を指しますが、その実績に対して請け負ったすべ

ての業務（基本・実施設計、監理も含む）の合計金額を記

載してください。

167
設計業務実績表（様式第3−1号）

業務完了年月は設計業務の完了でしょうか。
お見込みの通りです。

168

業務実績の内容（様式第3-2～3-4号）

業務実績の評価において新築工事と改修工事で評価に違いはありますでしょう

か。

改修工事は対象としません。

169

業務実績の内容（様式第3-2～3-4号）

業務実績を記載する内容が1ページで納まらない場合は実績を複数のページにま

たがって記載しページ数を増やしてもよいでしょうか。

様式一枚内で記載してください。

170

人員配置計画（様式4-2）

管理技術者や主任技術者の業務実績は前職や兼務所属先での実績も認められるで

しょうか。

お見込みの通りです。

171

事務所の技術職員・資格（様式第4-1号）

技術職員・資格の欄に積算の記載がありますが、協力者として積算事務所は別途

委託を検討しております。その場合、どのように記載すればよろしいでしょう

か。

様式第4−1号においてはこの業務に携われる技術者の数

（協力者を含む）を記載してください。この様式内では協

力者との区別は必要ありません。様式5の複合施設設計に関

する体制図内で明記してください。

172

体制提案書（様式第5号）

複合施設設計に関する体制図につきまして具体的な会社名、担当者氏名、実績の

具体的施設名等を記載しても良いと考えますが宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

173
2次審査プレゼンテーションでの模型の持ち込みは可能でしょうか。可能な場合

模型サイズの制限などありましたらご教示いただきたいです。

模型の持ち込みは想定しておりません。「参考資料-技術提

案における視覚的表現の許容範囲」参照。

174 敷地高低差の分かる資料ありましたらご提供いただけますでしょうか。 提供できる図面等はございません。

175
周辺道路からのアクセスについて、車路は現況通りの敷地南西と考え、歩行者動

線については既存法面に追加することは可能でしょうか。
可とします。

176

整備基本計画　5.想定規模

図書館、健康センター、それぞれに想定されているトイレや職員用の休憩室、ト

イレ等は計画上可能であれば共有としてもよいでしょうか。

仕様書が基本となりますが、ご提案は自由です。実際に可

能かどうかは提案内容を基に基本設計時に協議の上決定さ

せていただきます。

177
整備基本計画　5.想定規模

健康センターにエントランス等ありませんが、待合機能などは必要でしょうか。
交流スペース、共有スペースを想定しております。

178

整備基本計画　5.想定規模

図書館エントランスにBDS（ブックディテクションシステム）が想定されていま

すが、図書スペースと交流スペースとを一体的な空間として計画した場合BDSは

複合施設の屋外への出入り口に設置するなど変更してもよろしいでしょうか。

ご提案は自由です。実際に可能かどうかは提案内容を基に

基本設計時に協議の上決定させていただきます。

179

整備基本計画　5.想定規模

屋外施設の防災備蓄倉庫について、避難所としての受け入れ想定、備蓄必要人数

など規模面積の想定あればご提供いただけますでしょうか。

№44，№76の回答をご参照ください。
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番号 質問 回答案

180

整備基本計画　5.想定規模

駐車場整備において自動車文庫用駐車スペースの大きさ想定ありますでしょう

か。

自動車文庫長さ506㎝、幅185㎝、高さ271㎝です。それに

加え、車体左側には開閉式の書架（書架扉約114㎝）、車

体後側には引き出し式ステップ（約200㎝）が設置されて

いるため、駐車スペースは余裕を見た計画が望まれます。

181
整備基本計画　5.想定規模

健康センターは建築基準法上の用途は何を想定してますでしょうか。

設計積算上は国土交通省告示第十五号告示別添二 四.業務施

設 第二類庁舎等として積算しております。

182
様式3-1号について、記載する実績は設計業務完了済、竣工済の別を記載する必

要はありますでしょうか。

設計業務完了を記載すれば、完了済、竣工済の記載は必要

ありません。

183 様式3-1号について、記載する実績数の上限はありますでしょうか。
様式１枚内であれば件数の制限は設けておりません。「様

式-作成要領-2設計業務実績表」参照。

184

様式3-1,2,3,4号について、計画中の場合はパースまたは図版等の挿入を可とする

と記載

がありますが、現在設計中の業務を記載することは可能でしょうか。

実施設計完了業務を記載してください。

185
様式第5号 体制提案書について、提案者を特定できる内容の記載は問題ないで

しょうか？
問題ありません。

186
長与町新図書館等複合施設設計業務委託仕様書について、5.7(ア)の建設事業費に

「監理費、建設工事費」とありますが、監理費とは何を指しますか。

建築士法第２条第８項の「工事監理」を指し、これを請け

負った際の金額をお示しください。

187

長与町新図書館等複合施設整備基本計画について、P24にある運動教室等の保健

事業が実施できる運動スペースは面積表に見込まれていない認識で良いでしょう

か。屋外の想定で問題ないでしょうか。想定規模などありましたら教えていただ

きたいです。

仕様書p.6ウ交流スペースの多目的室（大）活用を想定して

います。

188

長与町新図書館等複合施設整備基本計画について、P32にある防災備蓄倉庫は面

積表に含まれていますか。どの項目で何平米程度見込んでいるのか教えていただ

けないでしょうか｡

見込まれておりません。別棟6.75㎡を想定しております。

189 敷地(と接道部分周辺)のCADデータをご提供いただけますでしょうか。 提供できる図面等はございません。

190

<実施要領P.3 (2) 参加資格要件 ⑫>

<実施要領P.8 一次審査(書類審査) 様式第4-2号を評価対象とする欄>

<様式第3-1号>

<様式第4-2号>

様式の記入欄は設計業務完了年月なので、

実施要領の参加資格については、下記のように捉えてよろしいでしょうか？

誤『平成19 年度以降に竣工した・・・建築設計業務受託実績を有する者』

正『平成19 年度以降に業務を完了した・・・建築設計業務受託実績を有する者』

ご意見の通りですので、該当部分を修正いたします。№65

の回答をご参照ください。

191
<様式3-2・3-3・3-4号>

竣工写真に限らず、平面図やコンセプト等の図版も記載してよいでしょうか？
可とします。

192

<様式5-3号>

『複合施設設計に関する体制図と技術提案の骨子についての各テーマの割付につ

いては自由』と記載がありますが、枠を削除して記載してよいでしょうか？

№15の回答をご参照ください。

193
<実施要領P.8 一次審査(書類審査) 様式第4-2号を評価対象とする欄>

例が不明瞭に思えますので、見直しをお願いできないでしょうか？
№16と№19の回答をご参照ください。

194
東側法面の有効活用とありますが、法面に「建築・工作物を建てる」「アクセス

道路をつくる」等の計画は可能でしょうか。

可とします。ただし、実際に可能かどうかは提案内容を基

に基本設計時に協議の上決定させていただきます。

195
管理技術者と意匠担当主任技術者に関しては、代表組織に所属している事とあり

ますが、兼務は可能でしょうか。

管理技術者と各主任技術者の兼務については下記３つの組

み合わせを可とします。

・管理技術者と他のいずれかの主任技術者

・意匠担当主任技術者と構造担当主任技術者

・電気担当主任技術者と機械担当主任技術者【実施要領-

Ⅱ.実施方法-(２)参加資格要件⑬を追記しています。】
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